
事 務 連 絡   

令和 ３年１０月２９日  

  

 

 岡山県介護保険関連団体協議会 御中 

 

岡山県保健福祉部長寿社会課    

 

社会福祉施設等における引き続きの感染防止策の徹底について（第２６報） 

 

 介護保険行政の推進につきまして、平素から御協力をいただき厚くお礼申し上げます。 

 さて、このことについて、本県が指定権限を持つ施設・事業所に対して別添のとおり通知しまし

たので、お知らせします。 

なお、市町村所管の施設・事業所に対しては、市町村からの周知をお願いしております。 

貴団体におかれましても、引き続き感染防止対策の徹底に取り組んでいただくとともに、加盟団

体を通じた各施設等へ周知への協力をお願いします。 
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令和３年１０月２９日 

 

 

 各社会福祉施設等 施設長・管理者 殿 

 

 

岡 山 県 保 健 福 祉 部 長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

社会福祉施設等における引き続きの感染防止策の徹底について（第 26報） 

 

社会福祉施設等の皆様におかれましては、県の新型コロナウイルス感染症対策への協力及び施設

等における適切な感染防止対策を実施いただき、誠にありがとうございます。 

全国的に新規感染者数の減少が続く中、本県においても新規感染者は、まん延防止等重点措置の

適用解除後は低い水準で推移しており、医療提供体制への負荷も小さくなっていることから、本県

の感染状況はステージⅠへ移行したと判断しました。 

こうした状況を踏まえ、「秋のリバウンド防止期間」は、令和 3 年 10 月 31 日(日)をもって終了

いたします。 

しかし、今後感染が再拡大し、医療提供体制の逼迫が見込まれる場合には、再び強い行動制限が

必要になることから、別添３つの「岡山ルール」を意識し、引き続き徹底した感染防止策に取り組

んでいただくとともに、職員、利用者及びその家族等に周知いただきますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【添付資料】 

別添：岡山県「基本的な感染防止対策」(R3.10.29) 

 

 

 

 

岡山県新型コロナウイルス感染症対策室 感染防止対策グループ   TEL:086-226-7802 

 



新型コロナウイルス感染症
基本的な感染防止対策

３つの「岡山ルール」

★３密は一つの密でも避けて、手洗い、換気を徹底

★２回のワクチン接種で感染・重症化を予防

★ワクチン接種後も１枚のマスクがあなたとあなたの大切な人を守る

みんなで守って感染リスクを0に近づけよう！

© 岡山県「ももっち」 © 岡山県「うらっち」

ケース①

ケース②

ケース③ ワクチン接種後、マスクを外して友人と会食し、ブレイクスルー感染

第５波で県内のワクチン接種者（２回）の感染割合は６％程度

大人数の高齢者が室内でカラオケ大会を開催し、複数が感染

○マスクは正しく着用
マスクを顔にすき間なくフィットさせ、しっかり着用を

布やウレタンより不織布の方が感染予防効果等が高いことが示されています

○話すときは「マスク会話」
休憩時間などは、つい気が緩みがちなので特に注意を

マスクを外して更衣室や喫煙室で談笑して感染拡大

思いやりのルール「マスクコード」

～みんなで守って、大切な家族、従業員の皆さん、

医療関係者の皆さんに広げよう優しさの輪～

○食事の際は「マスク会食」
食事中でも、会話をするときはマスクを着用

居酒屋で10人以上がマスクなしで会食して、参加者の約８割が感染

ケース①

ケース②



○ 感染防止策が徹底されない場合は、イベント開催を自粛すること

○ マスクの着用、手指消毒、換気、会場での飲食制限を徹底すること

○ 業種別ガイドラインの遵守を徹底すること

○ 「接触確認アプリ（COCOA）」や「もしサポ岡山」の活用を周知すること

○ 1,000人以上もしくは全国的・広域的な移動を伴うイベントを開催する場合は、県へ

事前相談すること

○ 祭り、野外フェスティバル等については、十分な人との距離（１m）を設け、間隔の

維持が困難な場合は、開催を慎重に検討すること

○ 次の収容率、人数上限を満たし、かついずれか小さい方を限度とすること

期 間 令和３年１１月１日（月）～

人数上限 5,000人又は収容定員50%以内のいずれか大きい方

収 容 率

大声なし 100％以内
クラシック音楽コンサート、演劇等、舞踊、伝統芸能、芸能・演芸、公演・式典、

展示会 等

大声あり 50％以内
ロック・ポップコンサート、スポーツイベント、公営競技、公演、

ライブハウス・ナイトクラブにおけるイベント 等

●県内でのイベントの開催について

※ 大声なし、大声ありの判断は、実態に照らして個別具体的に判断
※ 収容定員が設定されていない場合は、十分な人との距離（1m）を確保できること

※大声ありの場合、異なるグループ、個人間では座席を１席空け、同一グループ（家族等日頃行動を共にする
5人以内）では座席間隔を設けなくともよい
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